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令和５年度 厚木市市民協働推進条例 運用状況に対する意見 

 

【市等の責務】 

第６条 市は、市民協働を推進するための施策を策定し、及び実施するとともに、市

民に対し市民協働が円滑に行われるために必要な財政的支援、助言等を行うものと

する。 

２ 市は、市職員に対して、市民協働についての認識を深めるための研修等を行うこ

とにより、市民協働の推進の円滑化に努めるものとする。 

３ 市職員は、事務事業の執行に当たっては、常に市民協働の観点から検討を行い、

市民協働の推進に、市民及び市民活動団体が参加しやすい仕組みづくりに努めるも

のとする。 

 

 

 

【市民協働事業】 

第７条 市民協働の担い手は、基本原則にのっとり、様々な形態により、市民協働事

業を推進するものとする。 

２ 市民協働の担い手は、自らの特性をいかした市民協働事業を提案することができ

る。 

３ 前項の提案について必要な事項は、市長等が別に定める。 

４ 市は、実施した市民協働事業に関し、必要に応じ、目的、内容、成果等を公開し、

当該事業の公正性及び透明性の確保に努めるとともに、その評価の結果を公表する

ものとする。 

５ 市は、市の業務のうち、市民及び市民活動団体の特性をいかすことのできるもの

について、当該業務を委託する等の機会の確保に努めるとともに、これらのものに

対し必要な情報を提供するものとする。 

 

点検結果 ■ 妥当  □ おおむね妥当  □ 不十分 

委員からの意見 

１ 自治会では役員の担い手不足の問題があると思います。 

２ 自治会未加入者に自治会に加入するメリットをもっと知

っていただきたいと思います。 

点検結果 ■ 妥当  □ おおむね妥当  □ 不十分 

委員からの意見 特になし。 
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【人材育成等】 

第８条 市は、市民協働を推進するため、研修その他学習の機会を確保し、市民協働

の担い手となる人材の育成に努めるとともに、市民に対し市民協働の理解を深める

ため、その意義について啓発するよう努めるものとする。 

 

 

【推進体制の整備】 

第９条 市は、市民協働を推進するための拠点施設及び体制の整備に努めるものとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

点検結果 ■ 妥当  □ おおむね妥当  □ 不十分 

委員からの意見 特になし。 

点検結果 □ 妥当  ■おおむね妥当  □ 不十分 

委員からの意見 

１ 厚木市は施設が充実しています。子育て世代だけでなく、

高齢者の生き生きとした地域づくりにつながっていると感

じますので、地域集会施設に関する支援は今後も継続してい

ただきたいと思います。  

２ 高齢者が増加している状況も踏まえ、地域福祉推進委員会

への金銭的支援を強化する必要があると感じます。 

３ 民生委員の高齢化が進んでおり、これまでと同じ活動は難

しくなっています。今後のことをよく考えていただきたいと

思います。 
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【市民協働推進基金の設置】 

第10条 市民協働を推進するため、厚木市市民協働推進基金（以下「基金」という。）

を設置する。 

２ 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定めた額とする｡ 

３ 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保

管しなければならない。 

４ 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることがで

きる。 

５ 市民協働を推進するための寄附金及び基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳

入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。 

６ 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率

を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 

７ 基金は、第１項に規定する基金の設置目的のための経費に充てる場合に限り、そ

の全部又は一部を処分することができる。 

８ 市長は、前項の規定に基づき処分された基金の額を財源として、市民活動団体に

対して、助成することができる。 

９ 市長は、市民活動団体に前項の助成をしようとする場合は、厚木市市民協働推進

委員会の意見を聴くものとする。 

 

 

 

【市民協働推進委員会】 

第11条 市長は、この条例の運用状況の点検等を行うため、市民等で構成する厚木市

市民協働推進委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

２ 市長は、毎年度、この条例の運用状況について、委員会に報告しなければならな

い。 

３ 委員会は、この条例の運用状況について、市長に意見を述べることができる。 

４ 委員会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。 

 

 

点検結果 ■ 妥当  □ おおむね妥当  □ 不十分 

委員からの意見 特になし。 

点検結果 ■ 妥当  □ おおむね妥当  □ 不十分 

委員からの意見 特になし。 
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【評価等】 

第12条 市長は、委員会の意見を踏まえ、４年を超えない期間ごとに、この条例の運

用状況を評価し、その結果に基づき必要に応じた措置を講ずるものとする。 

 

 

点検結果 ■ 妥当  □ おおむね妥当  □ 不十分 

委員からの意見 特になし。 



指定ＮＰＯ法人制度について 

 

１ 指定ＮＰＯ法人制度とは 

  市民協働の担い手となるＮＰＯ法人への寄附を促すことにより、ＮＰＯ法人の活動を支

援するための制度です。ＮＰＯ法人を個別に条例で指定することで、当該法人に個人が寄

附した場合、寄附者の個人住民税について税額控除が受けられることになります。 

 

２ 市指定ＮＰＯ法人の主な要件 

(1) 神奈川県内で活動し、かつ、事務所を有する特定非営利活動法人であること。 

(2) 不特定かつ多数の厚木市民の利益に資するもの。 

(3) 特定非営利活動に係る事業が厚木市の地域課題の解決に資するもの。 

 

  指定ＮＰＯ法人とは、ＮＰＯ法人のうち、一定の要件を満たすものとして、条例で個別

に指定されているものをいいます。 

つまり、ＮＰＯ法人になるためには、所轄庁（都道府県や政令市）からの「認証」を受

ける必要がありますが、厚木市の指定ＮＰＯ法人になるためには、さらに、一定の要件の

審査を受けた後、市の条例で個別に「指定」される必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 市指定ＮＰＯ法人となることのメリット 

 (1) 個人の寄附者のメリット 

ア 市指定ＮＰＯ法人に寄附をした寄附者の個人市民税について、寄附金税額控除が適

用されます。        

 （寄附金（※1）－2,000 円）× 6 ％（※2）   

イ  県指定ＮＰＯ法人に寄附をした場合は、寄附者の個人県民税について、寄附金税額

控除が適用されます。 

 （寄附金（※1）－2,000 円）× ４ ％（※2）  

※1 総所得金額等の 30％を限度 

   ※2 県と市のどちらからも指定されている場合は 10% 

(2) ＮＰＯ法人のメリット 

   指定ＮＰＯ法人になることで、ＮＰＯ法人に対する寄附が促進され、より充実した活

動の実施が見込まれます。 

任 意 

団 体 

ＮＰＯ 

法  人 

指 定 

ＮＰＯ 

法 人 

所轄庁認証 条例指定 
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   厚木市地方税法第314条の７第１項第４号の規定により控除対象となる寄附    

   金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準及び手続要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、地方税法（昭和25年法律第226号）第314条の７第１項第４号に掲

げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を条例で定めるために必要な基準及び手

続を定めることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「指定特定非営利活動法人」とは、指定（特定非営利活動促

進法（平成10年法律第７号）第２条第２項に規定する特定非営利活動法人（以下「特

定非営利活動法人」という。）を、地方税法第314条の７第１項第４号に掲げる寄附金

を受け入れる特定非営利活動法人として条例で定めることをいう。以下同じ。）を受

けた特定非営利活動法人をいう。 

（指定の申出） 

第３条 地方税法第314条の７第３項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した厚

木市指定特定非営利活動法人指定申出書（第１号様式）により行うものとする。 

(1) 特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名並びに主たる事務所及びその他の事務

所（神奈川県内の事務所に限る。）の所在地 

(2) 設立の年月日 

(3) 特定非営利活動法人が現に行っている事業の内容 

(4) 神奈川県内において特定非営利活動法人が特定非営利活動促進法第２条第１項に

規定する特定非営利活動（以下「特定非営利活動」という。）を行う地域（当該特

定非営利活動の効果等が及ぶ地域を含む。） 

(5) その他参考となるべき事項 

２ 前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

(1) 次条第１項各号に掲げる基準に適合する旨を説明し、及び第５条各号のいずれに

も該当しない旨を説明する書類 

(2) 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類（寄附金充当予定事

業一覧（第２号様式）） 

(3) 直近の事業報告書等（前事業年度の事業報告書、計算書類（活動計算書及び貸借

対照表をいう。）、及び財産目録並びに年間役員名簿（前事業年度において役員で

あったことがある者全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事

業年度における報酬の有無を記載した名簿をいう。以下同じ。）並びに社員のうち

10人以上の者の名簿（前事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の氏名（

法人にあっては、その名称及び代表者の氏名）及び住所又は居所を記載した書面を

いう。以下同じ。）をいう。以下同じ。） 

(4) 役員名簿（役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記

載した名簿をいう。以下同じ。） 

(5) 定款等（定款並びにその認証及び登記に関する書類の写しをいう。以下同じ。） 

(6) 前項第３号及び第４号に掲げる事項の内容を証明する書類 

３ 市長は、第１項の申出書の提出があったときは、速やかに、当該申出書並びに前

項第１号及び第２号に掲げる書類から個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いた

42702
四角形

42702
タイプライターテキスト
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ものを、当該申出書を受理した日から１月間、市政情報コーナー及びＮＰＯ法人所管

課における閲覧並びにホームページへの掲載をしなければならない。 

４ 市長は、第１項の申出書の提出があったときは、必要に応じて、神奈川県知事に対

し、当該申出書の内容その他指定のために必要な手続を行うことに関し必要な事項に

ついて意見を求めるものとする。 

（指定のために必要な手続を行う基準等） 

第４条 市長は、前条第１項の申出書を提出した特定非営利活動法人が次に掲げる基準

に適合すると認めるときは、当該特定非営利活動法人について、指定のために必要な

手続を行うものとする。 

(1) 神奈川県内で活動し、かつ、事務所を有する特定非営利活動法人であること。 

(2) 次のいずれにも該当すること。 

ア 当該特定非営利活動法人が、地方税法第37条の２第１項第４号に掲げる寄附金

を受け入れる特定非営利活動法人として神奈川県の当該寄附金を定める条例で定

められているもの。 

イ 次に掲げる基準に該当していること。 

(ｱ) その事業活動の内容について、次に掲げる基準に該当していること。 

ａ 不特定かつ多数の厚木市民の利益に資するものであること。 

ｂ 特定非営利活動に係る事業が厚木市の地域課題の解決に資するものである

こと。 

(ｲ) その特定非営利活動について、次に掲げる基準に該当していること。 

ａ 前条第１項第４号に掲げる地域において、当該特定非営利活動法人の定款

に記載された目的に適合した特定非営利活動に係る事業の活動の実績がある

とともに、その継続が見込まれること。 

ｂ 当該特定非営利活動法人以外の者から支持されている実績があること。 

(3) その運営組織及び経理に関し、次に掲げる基準に適合していること。 

ア 各役員について、次に掲げる者の数の役員の総数のうちに占める割合が、それ

ぞれ３分の１以下であること。 

(ｱ) 当該役員並びに当該役員の配偶者及び３親等以内の親族並びに当該役員と特

殊の関係のある者 

(ｲ) 特定の法人（当該法人との間に発行済株式又は出資（その有する自己の株式

又は出資を除く。）の総数又は総額の100分の50以上の株式又は出資の数又は金

額を直接又は間接に保有する関係等）の役員又は使用人である者並びにこれら

の者の配偶者及び３親等以内の親族並びにこれらの者と特殊の関係のある者 

イ 各社員の表決権が平等であること。 

ウ その会計について公認会計士若しくは監査法人の監査を受けていること又は法

人税法施行規則（昭和40年大蔵省令第12号）第53条から第59条までの規定に準じ

帳簿及び書類を備え付けてこれらにその取引を記録し、かつ、当該帳簿及び書類

を保存していること。 

エ その支出した金銭の費途が明らかでないものがあること、帳簿に虚偽の記載が

あることその他の不適正な経理が行われていないこと。 

(4) その事業活動に関し、次に掲げる基準に適合していること。 

ア 次に掲げる活動を行っていないこと。 
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(ｱ) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成する活動 

(ｲ) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対すること。 

(ｳ) 特定の公職（公職選挙法（昭和25年法律第100号）第３条に規定する公職をい

う。以下この号において同じ。）の候補者（当該候補者になろうとする者を含

む。）若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対す

ること。 

(ｴ) 公益を害するおそれのある活動 

イ その役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは３

親等以内の親族又はこれらの者と特殊の関係のある者（以下「役員等」という。

）に対し特別の利益を与えないことその他の特定の者と特別の関係がないものと

して次に掲げる基準に適合していること。 

(ｱ) 当該役員の職務の内容、当該特定非営利活動法人の職員に対する給与の支給

の状況、当該特定非営利活動法人とその活動内容及び事業規模が類似するもの

の役員に対する報酬の支給の状況等に照らして当該役員に対する報酬の支給と

して過大と認められる報酬の支給を行わないことその他役員等に対し報酬又は

給与の支給に関して特別の利益を与えないこと。 

(ｲ) 役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当該資産のその譲渡

の時における価額に比して著しく過少と認められる資産の譲渡を行わないこと

その他これらの者と当該特定非営利活動法人との間の資産の譲渡等（資産の譲

渡若しくは貸付け又は役務の提供をいう。）に関して特別の利益を与えないこ

と。 

(ｳ) 役員等に対し役員の選任その他当該特定非営利活動法人の財産の運用及び事

業の運営に関して特別の利益を与えないこと。 

(ｴ) 営利を目的とした事業を行う者、ア(ｱ)から(ｴ)までに掲げる活動を行う者又

はア(ｳ)に規定する特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し、寄附を行

わないこと。 

(5) 次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を

除いて、当該書類から個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いたものを主たる

事務所及び神奈川県内の事務所において閲覧させること。 

ア 事業報告書等、役員名簿及び定款等 

イ 前条第２項第１号及び第２号に掲げる書類 

(6) 次に掲げる書類について、正当な理由がある場合を除いて、インターネットの利

用により公表すること。 

ア 前条第２項第２号に掲げる書類 

  イ 前号アに掲げる書類（年間役員名簿、社員のうち10人以上の者の名簿及び役員

名簿を除き、定款等については、個人の住所又は居所に係る記載の部分以外の部

分に限る。） 

(7) 各事業年度において、事業報告書等を特定非営利活動促進法第29条の規定により

所轄庁に提出していること。 

(8) 法令若しくは条例（以下「法令等」という。）又は法令等に基づいてする行政庁

の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により利益を得、又は得ようとした

事実その他公益に反する事実がないこと。 
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(9) 前条第１項の申出書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日

以後１年を超える期間が経過していること。 

(10) 実績判定期間（指定を受けようとする特定非営利活動法人の直前に終了した事業

年度の末日以前５年（指定を受けたことのない特定非営利活動法人が指定を受けよ

うとする場合にあっては２年、市長が特に認める場合にあっては２年を超えない期

間で市長が定める期間）内に終了した各事業年度のうち最も早い事業年度の初日か

ら当該末日までの期間をいう。）において、第１号から第８号までに掲げる基準（

第２号アに掲げる基準並びに当該実績判定期間中に、指定を受けていない期間が含

まれる場合には、当該期間については第５号及び第６号に掲げる基準を除く。）に

適合していること。 

２ 市長は、前項の規定により指定のために必要な手続を行おうとするときは、あらか

じめ、当該手続を行うことについて厚木市市民協働推進委員会（以下「委員会」とい

う。）の意見を聴くものとする。 

３ 市長は、前項の規定により委員会の意見を聴いたときは、インターネットの利用そ

の他の方法により、その結果を公表しなければならない。 

（欠格事由） 

第５条 前条第１項の規定にかかわらず、市長は、特定非営利活動法人が、次の各号の

いずれかに該当するときは、指定のために必要な手続を行わないものとする。 

(1) その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの 

ア 指定特定非営利活動法人が第13条第１項各号（第３号、第４号及び第６号を除

く。次号において同じ。）又は第２項各号（第２号（第４条第１項第１号又は第

２号に掲げる基準に適合しなくなった場合に限る。）を除く。次号において同じ。

）のいずれかに該当し、指定を取り消された場合において、その取消しの原因と

なった事実があった日以前１年内に当該指定特定非営利活動法人のその業務を行

う理事であった者でその取消しの効力を生じた日から５年を経過しないもの 

イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることが

なくなった日から５年を経過しない者 

ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）の規

定（同法第32条の３第７項及び第32条の11第１項の規定を除く。）若しくは神奈

川県暴力団排除条例（平成22年神奈川県条例第75号）の規定に違反したことによ

り、若しくは刑法（明治40年法律第45号）第204条、第206条、第208条、第208条

の３、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律（大正

15年法律第60号）の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法

律中偽りその他不正の行為により国税若しくは地方税を免れ、納付せず、若しく

はこれらの税の還付を受け、若しくはこれらの違反行為をしようとすることに関

する罪を定めた規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終

わった日又はその執行を受けることがなくなった日から５年を経過しない者 

  エ 暴力団員等（厚木市暴力団排除条例（平成23年厚木市条例第12号）に掲げる暴

力団員等をいう。） 

(2) 第13条第１項各号又は第２項各号のいずれかに該当し、指定を取り消された場合

において、その取消しの効力を生じた日から５年を経過しないもの 

(3) その定款又は事業計画書の内容が法令等又は法令等に基づいてする行政庁の処分
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に違反しているもの 

(4) 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日

から３年を経過しないもの 

(5) 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から３年を経過しな

いもの 

(6) 次のいずれかに該当するもの 

ア 厚木市暴力団排除条例第２条第２号に掲げる暴力団 

イ 厚木市暴力団排除条例第２条第５号に掲げる暴力団経営支配法人等 

（指定の通知等） 

第６条 市長は、指定があったときはその旨を、第４条第１項の規定による指定のため

の必要な手続を行わないことを決定したとき又は指定がなかったときはその旨及びそ

の理由を、第３条第１項の申出書を提出した特定非営利活動法人に対し、速やかに、

書面により通知しなければならない。 

２ 市長は、指定があったときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨

及び当該指定特定非営利活動法人に係る次に掲げる事項を周知しなければならない。 

(1) 名称 

(2) 代表者の氏名 

(3) 主たる事務所及び神奈川県内の事務所の所在地 

(4) 指定の効力を生じた年月日 

(5) 当該指定特定非営利活動法人が現に行っている事業の内容 

(6) 当該指定特定非営利活動法人が特定非営利活動を行う地域（当該特定非営利活動

の効果等が及ぶ地域を含む。） 

(7) 当該指定特定非営利活動法人に対する寄附金が指定により個人市民税の税額控除

の対象となる期間 

(8) その他市長が必要と認める事項 

（指定の更新の申出） 

第７条 指定の効力を生じた日の属する月の翌月の初日（この条に規定する申出をし、

指定の更新を受けた場合にあっては、当該更新後の指定の効力を生じた日）から起算

して５年を経過した日以後引き続き指定特定非営利活動法人として特定非営利活動を

行おうとする指定特定非営利活動法人は、５年を経過する日の９月前から５月前まで

の間（以下「更新申出期間」という。）内に、市長に指定の更新の申出をしなければ

ならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により更新申出期間内にその申出を

することができないときは、この限りでない。 

２ 第３条第１項、第２項及び第４項並びに第４条（第１項第３号イ及び第９号に係る

部分を除く。）から第６条までの規定は、前項の指定の更新の申出について準用する。

この場合において、第４条第１項第10号中「から第８号まで」とあるのは、「及び第

２号」と読み替えるものとする。 

３ 前項において準用する第３条第１項の申出書は、指定特定非営利活動法人指定更新

申出書（第３号様式）とする。 

（役員の変更等の届出及び事業報告書等の閲覧等） 

第８条 指定特定非営利活動法人は、役員名簿、定款、代表者の氏名、当該指定特定非

営利活動法人に対する寄附金が指定により個人市民税の税額控除の対象となる期間そ
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の他市長が必要とする事項に変更（次条第１項に規定する事項に係る変更を除く。）

があったときは、速やかに、指定特定非営利活動法人変更届出書（第４号様式）に次

の各号に掲げる場合は区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して、その旨を市長

に届け出るものとする。 

(1) 役員名簿（第３条第２項第４号に規定する役員名簿をいう。以下この号において

同じ。）の変更による場合 第５条第１号に該当しない旨を説明する書類及び変更

後の役員名簿 

(2) 定款の変更による場合 変更後の定款及び次に掲げる場合の区分に応じ、次に定

める書類 

ア 登記事項に係る変更の場合 登記事項証明書 

イ ア以外の場合 当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本（特定非営利

活動促進法（平成10年法律第７号）第25条第３項の規定により所轄庁の認証を受

けなければならない事項に係るものにあっては、当該認証を受けたことを証する

書類の写し） 

２ 市長は、前項の届出（代表者の氏名及び事務所の所在地に限る。）があったときは、

インターネットを利用した閲覧の方法等により、その旨を周知しなければならない。 

（事業の内容等に関する変更の届出等） 

第９条 指定特定非営利活動法人は、第３条第１項第３号若しくは第４号又は第６条第

２項第１号若しくは第３号に掲げる事項に変更があったときは、速やかに、指定特定

非営利活動法人変更届出書（第４号様式）に次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当

該各号に定める書類を添付し、その旨を市長に届け出なければならない。 

(1) 第３条第１項第３号に掲げる事項の変更による場合 当該事項の内容を説明する

書類及び第４条第１項第２号に掲げる基準に適合する旨を説明する書類（定款の変

更があった場合にあっては、当該事項の内容を説明する書類、同号に掲げる基準に

適合する旨を説明する書類、当該定款の変更の認証を受けたことを証する書類の写

し、変更後の定款の写し及び登記事項証明書） 

(2) 第３条第１項第４号に掲げる事項の変更による場合 当該事項の内容を説明する

書類 

(3) 第６条第２項第１号又は第３号に掲げる事項の変更による場合 変更後の定款及

び登記事項証明書 

２ 市長は、前項の届出（第３条第１項第３号又は第４号に掲げる事項の変更による場

合に限る。）があった場合において、必要があると認めるときは、神奈川県知事及び

委員会に意見を聴いた上で、当該指定特定非営利活動法人が第４条第１項各号に掲げ

る基準に適合するかどうかを確認しなければならない。 

３ 第１項の届出が第６条第２項第１号又は第３号（主たる事務所の所在地に係るもの

に限る。）に掲げる事項の変更によるものであるときは、市長は、指定に係る特定非

営利活動法人の名称等の変更のために必要な手続を行うものとする。 

４ 市長は、第１項の届出があったとき又は第２項の規定により委員会の意見を聴いた

ときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨又はその結果を30日以内

に公表しなければならない。 

（事業等報告書の提出） 

第10条 指定特定非営利活動法人は、毎事業年度、その事業年度終了の日の翌日から３
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月以内に、事業報告書等（第３条第２項第３号に規定する事業報告書等をいう。）並

びに第４条第１項第３号から第６号まで（第３号イに係る部分を除く。）及び第８号

に掲げる基準に適合している旨並びに第５条各号のいずれにも該当していない旨を説

明する書類（以下「指定基準等適合説明書類」という。）を添付した指定特定非営利

活動法人事業等報告書（第５号様式）を市長に提出しなければならない。 

（事業報告書等その他の書類の公開） 

第11条 市長は、指定特定非営利活動法人から提出を受けた第３条第２項第１号若しく

は第２号に掲げる書類、事業報告書等、第９条第１項の届出に係る書類、指定基準等

適合説明書類又は役員名簿若しくは定款等について閲覧又は謄写の請求があったとき

は、市政情報コーナー及びＮＰＯ法人所管課において、執務時間中に、これを閲覧さ

せ、又は謄写させなければならない。 

（法人及び事業の概要報告書の提出等） 

第12条 指定特定非営利活動法人は、各事業年度終了の日の翌日から３月以内に、法人

及び事業の概要報告書（第６号様式）を市長に提出するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により提出を受けた概要報告書を、インターネットの利用その

他の方法により公表しなければならない。 

（指定の取消しのために必要な手続を行う基準等） 

第13条 市長は、指定特定非営利活動法人が次の各号のいずれかに該当するときは、指

定の取消しのために必要な手続を行わなければならない。 

(1) 第５条各号（第２号を除く。）のいずれかに該当するとき。 

(2) 偽りその他不正の手段により指定又は指定の更新を受けたとき。 

(3) 更新申出期間内に、第７条第１項の指定の更新の申出をしなかったとき。 

(4) 第７条第１項の指定の更新の申出をした場合であって、当該指定特定非営利活動

法人が同条第２項において準用する第４条第１項各号に掲げる基準に適合しないと

市長が認めたとき。 

(5) 指定特定非営利活動法人から指定の取消しの申出があったとき。 

(6) 指定特定非営利活動法人が解散したとき。 

２ 市長は、指定特定非営利活動法人が次の各号のいずれかに該当するときは、指定の

取消しのために必要な手続を行うことができる。 

(1) 特定非営利活動促進法第29条又は第10条若しくは第12条第１項の規定に違反して、

書類の提出を怠ったとき。 

(2) 第４条第１項第１号から第４号まで又は第８号に掲げる基準に適合しなくなった

とき。 

(3) 第８条第１項又は第９条第１項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出

をしたとき。 

(4) 前各号に掲げるもののほか、法令等又は法令等に基づいてする行政庁の処分に違

反したとき。 

３ 市長は、指定が取り消されたときは、指定が取り消された特定非営利活動法人に対

し、その旨及びその理由を、速やかに、書面により通知しなければならない。 

４ 市長は、前項の規定により通知をするときは、必要に応じ、神奈川県知事及び関係

市町村長に対し、特定非営利活動法人の指定が取り消された旨及びその理由を通知す

るものとする。 
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５ 市長は、指定が取り消されたときは、インターネットの利用その他の方法により、

その旨及びその理由を周知しなければならない。 

６ 第３条第４項並びに第４条第２項（指定特定非営利活動法人が同条第１項第２号に

掲げる基準に適合しなくなった場合に限る。）及び第３項の規定は、第２項の指定の

取消しについて準用する。 

（協力依頼） 

第14条 市長は、この要綱の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体そ

の他の者に照会し、又は協力を求めるものとする。 

（委員会への諮問） 

第15条 市長は、指定のために必要な基準、手続を定める必要があると認めるときは、

委員会の意見を聴くことができる。 

 

附 則 

 この要綱は、平成25年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、令和３年７月１日から施行する。 

 

 



指定ＮＰＯ法人の更新について 

 

 指定ＮＰＯ法人「ＷＥ２１ジャパン厚木」より指定更新の申出がありましたので、「厚木

市地方税法第314条の７第１項第４号の規定により控除対象となる寄附金を受け入れる特

定非営利活動法人を指定するための基準及び手続要綱」第４条第２項の規定により、委員会

のご意見をお聴きいたします。 

 

１ 市指定ＮＰＯ法人の有効期間（要綱第７条） 

  指定ＮＰＯ法人の有効期間は指定を受けてから５年となります。引き続き活動を行う

法人は、５年を経過する日の9月前から５月前までの間に市長に更新の申出を行うこと

となります。 

 

２ 市指定 NPO法人の更新手続きの流れ 
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３ 更新申出法人の概要 

 

 

法人名 特定非営利活動法人 ＷＥ２１ジャパン厚木 

代表者の氏名 代表理事 小川 秀代 

主たる事務所の所在地 神奈川県厚木市中町３丁目１８番５号 

定款に記載されている目的 

この法人は、地球環境を保全するため、神奈川県厚木市を

中心に資源のリユース・リサイクルを推進するとともに、

アジア等における環境破壊、抑圧、性差別、戦禍、飢餓、貧

困などにより生存生活の困難にさらされている人々に対し

て、生活及び自主的活動に関する物的・技術的支援と助成

を行うことで、アジア各地域の人々の生活の向上と自立に

寄与するとともに、地域市民の環境、人権、平和、協力等に

関する国際的な意識の自覚を図ることを目的とする。 

活動分野 

１ 環境の保全を図る活動 

２ 人権の擁護または平和の推進を図る活動 

３ 国際協力の活動 

４ 上記の活動を行う団体の運営または活動に関する連絡 

助言又は援助の活動 

事業の概要 

１ 資源のリユース・リサイクルを推進する事業 

２ アジア等における市民、とりわけ女性の生活の向上と 

自立のための活動を支援する事業 

３ その他、第３条の目的達成に必要な事業 

寄付金控除対象期間 

（神奈川県） 
平成31年１月1日から令和11年12月31日まで 

寄付金控除対象期間 

（厚木市） 
令和２年１月１日から令和７年６月30日まで 



1 

 

更新申出法人の指定基準適合表【特定非営利活動法人 ＷＥ２１ジャパン厚木】 

指定基準 

（要綱第４条） 
要件 

確認した書類等 

（更新申出法人の指定基準適合判定 

書類内のページ） 

判定 

１号 (1) 神奈川県内で活動し、かつ、事務所を有する特定非営利活動法人であること。 ■定款(p.28) 適合 

２号 

次のいずれにも該当すること。   

(2) ア 地方税法第 37 条の２第１項第４号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人として神奈川県の当該

寄附金を定める条例で定められているもの。 
■条例確認 適合 

イ(ｱ)a 不特定かつ多数の厚木市民の利益に資するものであること。 ■申出書(p.3) ■活動計算書(p.42) ■活動報告(p.35～41) 適合 

b 事業が厚木市の地域課題の解決に資するものであること。 ■申出書(p.4) ■定款(p.28～34) ■活動報告(p.35～41) 適合 

(ｲ)a 定款に記載された目的に適合した特定非営利活動に係る事業の活動の実績があるとともに、その継続が

見込まれること。 
■申出書(p.7～8) ■定款(p.28) ■活動報告(p.35～41) 適合 

b 当該特定非営利活動法人以外の者から支持されている実績があること。 ■地域の住民等からの署名 235 筆 適合 

   ３号 

運営組織及び経理に関し、次に掲げる基準に適合していること。   

(3) ア(ｱ) 役員及びその親族等の割合がそれぞれ３分の１以下であること。 ■申出書(p.12～14) ■役員名簿 ■役員等氏名一覧表 適合 

(ｲ) 特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等の割合がそれぞれ３分の１以下であるこ

と。 
■申出書(p.12～14) ■役員名簿 ■役員等氏名一覧表 適合 

ウ 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること、又は帳簿書類の備付け、取引の記録及び帳

簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること。 
■申出書(p.13) ■帳簿(p.15) 適合 

エ 支出した金銭の費途が明らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと。 ■申出書(p.13) ■帳簿(p.15) ■活動計算書(p.42) 適合 

４号 

事業活動に関し、次に掲げる基準に適合していること。   

(4) ア(ｱ) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成する活動を行っていないこと。 ■申出書(p.16) ■活動報告(p.35～41) ■チラシ 適合 

(ｲ) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対する活動を行っていないこと。 ■申出書(p.16) ■活動報告(p.35～41) ■チラシ 適合 

(ｳ) 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対する活動を行っ

ていないこと。 
■申出書(p.16) ■活動報告(p.35～41) ■チラシ 適合 

(ｴ) 公益を害するおそれのある活動を行っていないこと。 ■申出書(p.16) ■活動報告(p.35～41) ■チラシ 適合 

イ 役員等に対し特別の利益を与えないこと ■申出書(p.16) ■活動報告(p.35～41) ■チラシ 適合 

５号 

書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、当該書類から個人の住所又は居所に

係る記載の部分を除いたものを主たる事務所及び神奈川県内の事務所において閲覧させること。 
  

(5) ア 事業報告書等、役員名簿及び定款等 ■申出書(p.21) 適合 

イ 指定基準に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類 ■申出書(p.21) 適合 

ウ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類 ■申出書(p.21) 適合 

６号 

正当な理由がある場合を除いて、インターネットの利用により公表すること。    

(6) ア 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類 ■申出書(p.22) ■申出法人ホームページ 適合 

イ 事業報告書等、役員名簿及び定款等 ■申出書(p.22) ■申出法人ホームページ 適合 

７号 各事業年度において、事業報告書等を特定非営利活動促進法第 29 条の規定により所轄庁に提出していること。 ■申出書(p.23) ■内閣府ホームページ確認 適合 

８号 法令等又は法令等に基づいてする行政庁の処分に違反する事実等がないこと。 ■申出書(p.23) ■内閣府ホームページ確認 適合 

９号 申出書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後１年を超える期間が経過していること。 ■履歴事項全部証明書 適合 

 

資料５ 



2 

 

指定基準 

（要綱第５条） 
要件 

確認した書類等 

（更新申出法人の指定基準適合判定 

書類内のページ） 

判定 

１号 

役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと   

(1) ア 指定の取消しがあった日以前１年内に理事であった者でその取消しの日から５年を経過しないもの ■欠格事由チェック表(p.24～25) 適合 

イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から５年を経過

しない者 
■欠格事由チェック表(p.24～25) 適合 

ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定若しくは神奈川県暴力団排除条例の規定に違反した

ことにより、若しくは刑法第 204 条、第 206 条、第 208 条、第 208 条の３、第 222 条若しくは第 247

条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律

中偽りその他不正の行為により国税若しくは地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、若

しくはこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定に違反したことにより、罰金の刑に処せ

られ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から５年を経過しない者 

■欠格事由チェック表(p.24～25) 適合 

エ 暴力団員等 ■欠格事由チェック表(p.24～25) 適合 

２号 (2) 指定を取り消された場合において、その取消しの効力を生じた日から５年を経過しないもの ■欠格事由チェック表(p.24～25) 適合 

３号 (3) 定款又は事業計画書の内容が法令等又は法令等に基づいてする行政庁の処分に違反しているもの ■欠格事由チェック表(p.24～25) 適合 

４号 (4) 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から３年を経過しないもの ■欠格事由チェック表(p.24～25) 適合 

５号 (5) 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から３年を経過しないもの ■欠格事由チェック表(p.24～25) 適合 

６号 

次のいずれかに該当するもの   

(6) ア 厚木市暴力団排除条例第２条第２号に掲げる暴力団 ■欠格事由チェック表(p.24～25) 適合 

イ 厚木市暴力団排除条例第２条第５号に掲げる暴力団経営支配法人等 ■欠格事由チェック表(p.24～25) 適合 

 



関連法令について 

地方税法（抜粋） 

（寄附金税額控除） 

第三百十四条の七 市町村は、所得割の納税義務者が、前年中に次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計

額（当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の三十に相当する金額を超え

る場合には、当該百分の三十に相当する金額）が二千円を超える場合には、その超える金額の百分の六（当該納税義

務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の八）に相当する金額（当該納税義務者が前年中に特例控

除対象寄附金を支出し、当該特例控除対象寄附金の額の合計額が二千円を超える場合には、当該百分の六（当該納

税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の八）に相当する金額に特例控除額を加算した金額。

以下この項において「控除額」という。）を当該納税義務者の第三百十四条の三及び前条の規定を適用した場合の所

得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額

は、当該所得割の額に相当する金額とする。 

一 都道府県、市町村又は特別区（以下この条において「都道府県等」という。）に対する寄附金（当該納税義務者が

その寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められる

ものを除く。） 

二 社会福祉法第百十三条第二項に規定する共同募金会（その主たる事務所を当該納税義務者に係る賦課期日現在に

おける住所所在の道府県内に有するものに限る。）に対する寄附金又は日本赤十字社に対する寄附金（当該納税義務

者に係る賦課期日現在における住所所在の道府県内に事務所を有する日本赤十字社の支部において収納されたもの

に限る。）で、政令で定めるもの 

三 所得税法第七十八条第二項第二号及び第三号に掲げる寄附金（同条第三項の規定により特定寄附金とみなされる

ものを含む。）並びに租税特別措置法第四十一条の十八の二第二項に規定する特定非営利活動に関する寄附金（次号

に掲げる寄附金を除く。）のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として当該市町村の条例で定めるもの 

四 特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人（以下この号及び第十二項において「特定非

営利活動法人」という。）に対する当該特定非営利活動法人の行う同条第一項に規定する特定非営利活動に係る事業

に関連する寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として当該市町村の条例で定めるもの（特別の利益

が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。） 

２ 前項の特例控除対象寄附金とは、同項第一号に掲げる寄附金（以下この条において「第一号寄附金」という。）で

あつて、第一号、第四号及び第五号に掲げる基準（都道府県等が返礼品等（都道府県等が第一号寄附金の受領に伴い

当該第一号寄附金を支出した者に対して提供する物品、役務その他これらに類するものとして総務大臣が定めるも

のをいう。以下この項において同じ。）を提供する場合には、次に掲げる基準）に適合する都道府県等として総務大

臣が指定するものに対するものをいう。 

一 都道府県等による第一号寄附金の募集の適正な実施に係る基準として総務大臣が定める基準に適合するものであ

ること。 

二 都道府県等が個別の第一号寄附金の受領に伴い提供する返礼品等の調達に要する費用の額として総務大臣が定め

るところにより算定した額が、いずれも当該都道府県等が受領する当該第一号寄附金の額の百分の三十に相当する

金額以下であること。 

三 都道府県等が提供する返礼品等が当該都道府県等の区域内において生産された物品又は提供される役務その他こ

れらに類するものであつて、総務大臣が定める基準に適合するものであること。 

四 都道府県等がこの項の規定により受けようとする指定の効力を生ずる日前一年以内（当該都道府県等がこの項の

規定による指定（以下この条において「指定」という。）を受けていた期間に限る。次号において「特定期間」とい

う。）において前三号に掲げる基準のうち適合すべきこととされていたものに適合していたこと。 

五 特定期間において行われた第五項の規定による報告の求めに対し、報告をしなかつたことがなく、かつ、虚偽の

報告をしたことがないこと。 

特定非営利活動促進法（抜粋） 

（定義） 

第二条 この法律において「特定非営利活動」とは、別表に掲げる活動に該当する活動であって、不特定かつ多数のも

のの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。 

２ この法律において「特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれ

にも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 

一 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としないものであること。 

イ 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。 

ロ 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の三分の一以下であること。 

二 その行う活動が次のいずれにも該当する団体であること。 

イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。 

ロ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。 

ハ 特定の公職（公職選挙法（昭和二十五年法律第百号）第三条に規定する公職をいう。以下同じ。）の候補者（当該

候補者になろうとする者を含む。以下同じ。）若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対

することを目的とするものでないこと。 

３ この法律において「認定特定非営利活動法人」とは、第 44条第 1項の認定を受けた特定非営利活動法人をいう。 

４ この法律において「特例認定特定非営利活動法人」とは、第五十八条第一項の特例認定を受けた特定非営利活動

法人をいう。 

別表（第二条関係） 

一 保健、医療又は福祉の増進を図る活動         二 社会教育の推進を図る活動 

三 まちづくりの推進を図る活動             四 観光の振興を図る活動 

五 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動       六 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 

七 環境の保全を図る活動                八 災害救援活動 

九 地域安全活動                    十 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 

十一 国際協力の活動                  十二 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 

十三 子どもの健全育成を図る活動            十四 情報化社会の発展を図る活動 

十五 科学技術の振興を図る活動             十六 経済活動の活性化を図る活動 

十七 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動  十八 消費者の保護を図る活動 

十九前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 

二十前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動 

（所轄庁） 

第九条 特定非営利活動法人の所轄庁は、その主たる事務所が所在する都道府県の知事（その事務所が一の指定都市

（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。）の区域

内のみに所在する特定非営利活動法人にあっては、当該指定都市の長）とする。（設立の認証） 

（設立） 

第十条 特定非営利活動法人を設立しようとする者は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、次に掲

げる書類を添付した申請書を所轄庁に提出して、設立の認証を受けなければならない。 （以下略） 

 

 

 

 

 

 

 

資料６ 



 

特定非営利活動促進法施行条例（神奈川県条例 平成 10 年 10月 20日 条例第 37号） 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、特定非営利活動促進法（平成 10 年法律第７号）第９条の規定により知事が所轄する特定非営

利活動法人に関する事項について定めるものとする。 

（設立の認証申請） 

第２条 特定非営利活動促進法（以下「法」という。）第 10条第１項の規定による申請書の提出は、規則で定めると

ころにより、当該申請書に次に掲げる事項を記載して行わなければならない。 

(１) 申請者の氏名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名）及び住所又は居所 

(２) 申請に係る特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名並びに主たる事務所及びその他の事務所の所在地 

(３) 申請に係る特定非営利活動法人の定款に記載された目的 

２ 法第 10条第１項第２号ハに規定する住所又は居所を証する書面は、次に掲げるものとする。 

(１) 当該役員が住民基本台帳法（昭和 42年法律第 81号）の適用を受ける者である場合にあっては、同法第 12条

第１項に規定する住民票の写し 

(２) 当該役員が前号に該当しない者である場合にあっては、当該役員の住所又は居所を証する権限のある官公署が

発給する書面 

３ 前項第２号に掲げる書面が外国語で作成されているときは、翻訳者を明らかにした訳文を添付しなければならな

い。 

４ 第２項各号に掲げる書面は、申請の日（法第 23 条第２項（法第 52 条第１項の規定により読み替えて適用する

場合を含む。第５条において同じ。）の規定により届け出る場合にあっては、届出の日）前６月以内に作成されたも

のでなければならない。 

５ 第２項の規定にかかわらず、知事が住民基本台帳法第 30 条の 11 第１項第１号の規定により地方公共団体情報

システム機構（第５条において「機構」という。）から当該役員に係る同法第 30条の７第４項に規定する機構保存

本人確認情報（同法第７条第８号の２に規定する個人番号及び同条第 13 号に規定する住民票コード（以下この項

において「個人番号等」という。）を除く。第５条において「機構保存本人確認情報」という。）の提供を受けるとき、

又は同法第 30 条の 15 第１項の規定により当該役員に係る同法第 30 条の６第４項に規定する都道府県知事保存

本人確認情報（個人番号等を除く。第５条において「都道府県知事保存本人確認情報」という。）を利用するときは、

第１項の申請書には、第２項第１号に掲げる書面を添付することを要しないものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚木市市税条例（抜粋） 

(寄附金税額控除の対象とする寄附金) 

第 13条の 2 法第 314条の 7第 1項第 3号に規定する条例で定める寄附金は、次のとおりとする。 

(1) 所得税法(昭和 40年法律第 33号)第 78 条第 2 項第 2 号及び第 3号に掲げる寄附金並びに租税特別措置法(昭

和 32 年法律第 26 号)第 41 条の 18 の 2 第 2 項に規定する特定非営利活動に関する寄附金のうち、神奈川県の区

域内に事務所又は事業所を有する法人又は団体に対するもの 

(2) 所得税法第 78 条第 3 項の規定により特定寄附金とみなされる金銭のうち、公益信託ニ関スル法律(大正 11 年

法律第 62 号)第 2 条第 1 項の規定により神奈川県知事又は神奈川県教育委員会の許可を受けた同法第 1 条に規定す

る公益信託の信託財産とするために支出したもの 

2 法第 314条の 7第 1項第 4号に規定する条例で定める寄附金は、地方税法第 314条の 7第 1項第 4号に掲げ

る寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例(令和 2 年厚木市条例第 19 号)に定める特定非営利活動法

人の行う特定非営利活動促進法(平成 10年法律第 7号)第 2条第 1項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連す

る寄附金(同条例で定める期間内に支出されたものに限る。)とする。 

 

○地方税法第 314条の 7第 1項第 4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例 

令和 2年 6月 1日（条例第 19） 

 

地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 314 条の 7 第 1 項第 4 号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動

法人(特定非営利活動促進法(平成 10 年法律第 7 号)第 2 条第 2 項に規定する特定非営利活動法人をいう。以下同

じ。)及び当該特定非営利活動法人に係る厚木市市税条例(平成 12年厚木市条例第 22号)第 13条の 2第 2項の期

間を別表のとおり定める。 

 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、公布の日から施行する。 

(厚木市市税条例の一部改正) 

2 厚木市市税条例の一部を次のように改正する。 
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